
 

日常の指導体制                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早期発見 

 

 

 

 

 

 

 

○ いじめをうけた生徒に対しては、共感的対応に努め、状態に合わせた継続的なケアを行う。いじめを

行った生徒に対しても、継続的な指導及び支援を行い、再発防止に向けた指導・援助を行う。 

○ いじめが、暴行・傷害等の犯罪行為にあたると認められる場合や、生徒の生命、身体または財産に重

大な被害が生じると判断した場合は、「川俣町いじめ防止等に関する基本方針」により直ちに警察に通報

して、いじめをうけた生徒の保護に当たる。  

 

 

構成員 

  ・校長、教頭 

  ・生徒指導主事、各学年生徒指導担当者 

  ・養護教諭 

  ・特別支援教育コーディネーター 

  ・スクールカウンセラー（SC） 

  ・スクールソーシャルワーカー（SSW） 

  ・上記以外に必要と思われる者（該当生徒の担任など） 

  ○ 学校いじめ防止基本方針の見直し、改善 

  ○ 年間指導計画の作成、実施、改善 

  ○ アンケート結果や報告等情報の整理、分析 

  ○ いじめが疑われる案件の事実確認、判断、記録 

  ○ 要配慮生徒への支援方針の検討・助言 

  ○ 校内研修会へ企画、実施 

いじめ防止対策委員会 

 

 

         いじめ認知 → 早期解決 

いじめ対応チーム（事案発生時） 

 

  

いじめ防止対策委員会 

・該当学年 

学年主任  

学級担任 

教育相談担当 

・該当部活動顧問 

 


